
【お知らせ】

事業名

内容

補助対象者

年齢及び栽培年数

植菌の対象期間

申請期間

補助上限

補助率

★本事業を活用希望の方は、以下までお問い合わせください！

作成：令和７年４月１日

本事業で購入したうまみだけ対象品種の種駒数から２万駒を減じた駒数×１円

令和７年に購入・植菌した種駒が対象となります。

主な補助要件等

・県の認定を受けた、うまみだけ登録者であること。
　＊申請時に登録が完了していれば対象となります。
　＊うまみだけの紹介や、登録方法については裏面に記載。
　　登録を希望する方は県もしくは市にご連絡ください。

日田市しいたけ生産促進事業

うまみだけ対象品種の種駒購入に対する補助

年間５万駒以上を購入・植菌する、うまみだけ登録者

制限なし

現状：うまみだけ対象品種を含む植菌数が５万駒以上であること。

定額

・対象期間中に購入・植菌した種駒数が、前年もしくは過去３年実績平均の種駒
数より増加していること。かつ、令和８年の種駒数を増加すること。

上記対象期間の植菌完了後、令和８年３月末まで申請が可能です。
ただし、予算に達し次第受付終了となります。

植菌数
（現状と目標）
目標：3年後 目標：全植菌数またはうまみだけ植菌数を増加すること。

（増加割合は指定しません）

１２０，０００円

うまみだけ対象品種の種駒補助を行います！

申請窓口：日田市役所３階 林業振興課 林業振興係

T E L ：0973-22-8362

メ ー ル：rinsei@city.hita.lg.jp

（例）全植菌数１０万駒のうち、うまみだけ対象品種８万駒の場合

（うまみだけ対象品種８万駒）－（２万駒）＝（補助対象６万駒）

補助額は（補助対象６万駒）×１円＝６万円



「うまみだけ」を出荷しませんか！！

★うまみだけとは？
・品種毎に統一された商品です。
・品種による味・香り・歯ごたえ等の違いを前面
に打ち出してPR・販売します。

★出荷するには？
①出荷同意書及び品種毎の管理方法一覧表を県に提出
②品種が混在しない管理方法であるか現地確認
③参加者リストへの掲載
④参加者が山箱に「うまみだけシール」を貼って出荷

取組希望者、詳細を知りたい方は以下までお問い合わせください！
◇お問い合わせ先◇

大分県西部振興局 林業・木材・椎茸第二班 集〈あつまり〉
TEL：0973-22-2585 FAX：0973-23-2219

★対象品種 ８品種
ゆう次郎、にく丸、新908、金太郎
115、193、240、とよくに

★出荷基準
①大分県内の原木で、大分県内で生産したもの
②出荷する山箱、袋毎に品種を統一したもの
③冬菇、香菇、香信の並品以上
傘の縁に巻きの無いバレ葉や黒子、乾燥不良、色落ち品は対象外。
(OSKの品柄区分「３」以上) 

④虫や異物の混入がなく、しっかり乾燥したもの

品種毎に違いをPR！

ほだ場

品種の境に看板設置

品種毎の管理方法〈例〉

収穫 乾燥

カゴに品種毎の札を入れる 品種の境に札を入れる

品
種


